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 第 3 章 循環型社会の実現 
 

 第 1 節 循環型社会の形成促進 

 

これまでの経済成長を支えてきた大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムが

定着し、ものを大切にしない風潮や使い捨てを助長するようなライフスタイルがもたらされ

たことで、ごみの排出量は増加し、その種類も多様なものとなっています。これにより、ご

みの処理費用の増加、ごみの焼却に伴うダイオキシン類の排出、最終処分場の逼迫など、い

わゆるごみ問題が社会問題となっています。 

これらの問題を解決するためには、生産、流通、消費、廃棄の各段階において、資源の効

率的な利用やリサイクルを推進することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷

ができる限り低減される「循環型社会」を形成することが、必要となっています。 

このような状況を踏まえ、今後、循環型社会の構築に向けて、県民、事業者、行政の各関

係者が、共通認識のもと、徹底したごみの減量化・リサイクルに取り組むため、「佐賀県廃棄

物処理計画」を策定しています。 

 また、ごみの減量化・リサイクルを推進するためには、県民、事業者、CSO 及び行政が一

体となって取り組むことが重要であることから、本計画に基づく、各種普及啓発事業や情報

提供を行うとともに、佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議を通じた県民運動として

展開しています。 

 

 1 3R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

(1)  県民、CSO、事業者への啓発・連携促進 

① グリーン購入 

環境に対する負荷を少なくする持続可能な循環型社会システムを構築するためには、

生産、流通、消費、廃棄の各段階において環境に配慮した取組みを推進し、「大量生産、

大量消費、大量廃棄」型の社会経済システムを見直し、「最適生産、最適消費、最少廃

棄」型の社会づくりを目指す必要があります。 

このうち、消費の面から環境に対する負荷を少なくする取組みが「グリーン購入」

です。グリーン購入とは、商品等を購入する際に、まず本当に買う必要があるかを考

えたうえで、価格だけでなく、環境のことを考えて、リサイクル製品や使用後の再使

用又は再生利用が可能な製品等の環境への負荷が少ない商品等を優先して購入するこ

とです。 

 グリーン購入の推進により、環境に配慮した製品の市場拡大による価格低下や新し

い技術の開発による新製品の流通等が促進されるとともに、その原材料となる再生資

源の需要も喚起され、従来、廃棄されていた資源がリサイクル資源として活用される

ようになり、社会システムとして、リサイクルルートが確立されることを目指してい

ます。 
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 また、国民経済に影響力を持つ国、地方公共団体等による調達推進を呼び水として、

民間部門へも取組みの輪を広げ、環境物品等への需要の転換を促進することも重要と

なっています。 

このため、県ではグリーン購入に積極的に取り組むとともに、佐賀県「ストップ温

暖化」県民運動推進会議でグリーン購入セミナーを開催するなど、グリーン購入への

取組みの推進を図っています。 

② マイバッグキャンペーン 

県民のごみ減量化、リサイクル及び地球温暖化防止に対する意識の高揚を図ること

を目的として、県内において、買い物袋（マイバック）持参、レジ袋自粛を推進して

いる小売店等を「佐賀県マイバッグ・ノーレジ袋推進店」として登録し、ステッカー

を交付しています。 

また、登録した店舗名や取組内容等は、県のホームページで紹介・PR しています。 

③ 廃棄物減量等推進員研修会 

各市町の廃棄物減量等推進員（廃棄物処理法第 5 条の 8 で規程）や県民の方を対象

に、3Rに関する知識の普及啓発に関する研修を開催しています。 

④ 産業廃棄物減量化・リサイクル推進研修会 

産業廃棄物の減量化・リサイクル、適正処理の一層の促進を目的として、県内の多

量排出事業者等に対して、改正廃棄物処理法の周知や減量化・リサイクルに向けた事

業者の取組についての研修を開催しています。 

⑤ 佐賀県認定リサイクル製品認定制度の普及促進 

循環資源の有効利用及びリサイクル産業の育成を目的として、平成 13年度に創設し

たリサイクル製品認定制度により、リサイクル製品の利用促進に努めています。 

平成 27年 3月 31日現在で 20社 149製品を認定していますが、半数以上をコンクリ

ート製品が占めるなど特定の製品類型に偏っていること、新規申請数が減少している

ことから、リサイクル製品製造業者に対する制度の周知・普及、新規申請の働きかけ

を行っています。募集要項は、県ホームページに掲載しています。 

 

循環型社会 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本

法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資

源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより

実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている。 

佐賀県認定リサイクル製品の申請を受け付けています

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1262/_72417/_33064/_58339.html 

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1262/_72417/_33064/_58339.html
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(2)  産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の推進 

① 建設副産物対策の推進 

 現状及び課題 

建設廃棄物については、平成 24年度の全国建設副産物実態調査によると、建設副

産物の全体排出量は、約 7,269万 tで平成 20年度に比べると、13.9％増加していま

すが、再資源化・縮減率は、96.0％と 2.3％向上しています。また、全産業廃棄物

の排出量の 19.6％（平成 24 年度）を占めるとともに、不法投棄量の 7 割（平成 24

年度）は建設系廃棄物であるといわれており、今後とも建設発生土を含む建設副産

物に対する施策を推進していく必要があります。 

 

図 2-3-1 産業廃棄物の業種別排出量 

(平成 24年度) 

出典：環境省調査 

図 2-3-2 建設廃棄物の種類別排出量 

(平成 24年度） 

出典：建設副産物実態調査（国土交通省） 

 

   

 

表 2-3-1 建設副産物のリサイクル率（平成 24年度） （単位：％） 資料：建設・技術課 

種   類 全国 九州 佐賀 平成 30年度目標（全国） ※ 

建設廃棄物全体 96 96 95 96％以上 

 

アスファルト・コンクリート塊 99 99 99 99％以上 

コンクリート塊 99 99 99 99％以上 

建設汚泥 85 89 74 90％以上 

建設混合廃棄物 58 49 54 60％以上 

建設発生木材（再資源化等率） 94 92 90 95％以上 

建設発生土（有効利用率） 88 88 89 80％以上 

  ※平成 30 年度目標値は、「建設リサイクル推進計画 2014」における参考値。 

 

その他 

17.2％ 

鉄鋼業 

7.6％ 

パルプ・紙・ 

紙加工品製造業  

7.6％ 

建設業 19.6％ 

農業・林業 

22.6％ 

電気・ガス・ 

熱供給業・ 

水道業 25.4％ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ 
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

2,577 万ﾄﾝ 

35％ 

建設汚泥 657 万ﾄﾝ 9％ 

建設発生木材 

500 万ﾄﾝ 7％ 

建設混合廃棄物 

280 万ﾄﾝ 4％ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

3,092 万ﾄﾝ 

43％ 

全国計 
7,269 万ﾄﾝ 

その他（金属くず、紙くず等）164 万ﾄﾝ 2％ 
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 講じた対策等 

建設副産物対策（発生抑制、再生利用の促進及び適正処理の推進）をより一層推

進させるため、「建設副産物の取扱方針」により処理するよう指導しています。 

また、建設発生土の工事間利用を促進するため、建設発生土情報交換システムの

活用普及を行いました。 

 建設リサイクル法 

平成 14年 5 月から、一定規模以上の工事については、コンクリート、木材、アス

ファルト・コンクリート等を基準に従い工事現場で分別（分別解体等）し、再資源

化することを義務付けた建設リサイクル法が完全施行されました。 

施行以来、毎年 2 回（5 月、10 月）一斉パトロールを実施しており、法の周知を

図るとともに、工事現場における指導に努めました。 

② 容器包装リサイクル法 

 一般廃棄物の容積比約 6 割、重量比で約 2～3 割を占める容器包装廃棄物について、

事業者がリサイクルの義務を負う「容器包装リサイクル法」が、平成 12年度から完全

施行され、市町村の分別収集対象は、全 10品目となりました。 

県では、平成 26 年度を初年度とする平成 30 年度までの「第 7 期佐賀県分別収集促

進計画」を策定し、県内市町の分別収集計画が円滑に実施されるよう、市町への支援

等を行っています。 

  更に、平成 20年 4月からは容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率

化を図るために、事業者が分別収集を行う市町村に対して資金が拠出する仕組みが創

設されています。 

③ 家電リサイクル法 

 消費者、家電小売店、製造メーカーが、それぞれの役割分担のもと、特定家庭用機

器（ブラウン管式テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機）のリサイクルを行う｢家

電リサイクル法｣が、平成 13 年 4 月から施行され、平成 16 年 4 月から電気冷凍庫が、

平成 21年 4月から液晶式・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機が対象品目に加えられま

した。 

法施行後、指定引取場所（佐賀県内 4 箇所）への廃家電の持込みはおおむね順調に

行われていますが、依然として特定家庭用機器の不法投棄が発見されたり、消費者か

ら小売業者以外への排出家電の引渡しについて情報が寄せられていたりしていること

等から、引き続き、この制度の適切な運用を図るため、市町とも協力して、県民、事

業者への普及啓発を実施しています。 

④ パソコンリサイクル 

｢資源有効利用促進法｣の改正により、平成 15年 10月から、事業系パソコンに加え、

家庭系パソコンも、製造等事業者による自主回収及び再資源化の対象となりました｡ 
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現在のところ、回収･再資源化はおおむね順調に進んでいますが、依然として特定家

庭用機器の不法投棄が発見されていることから、引き続き、この制度の適切な運用を

図るため、市町と協力して県民への普及啓発を実施しています｡ 

⑤ 自動車リサイクル法 

国内で廃車される自動車に関して、廃棄物を減らし、資源の無駄遣いをしない循環

型社会をつくるため、自動車の所有者、自動車メーカー、関連事業者の役割を決めた

「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が、平成 17 年 1

月から施行されています。 

なお、唐津市の高島、神集島、小川島、加唐島、松島、馬渡島及び向島については、

自動車リサイクル法に基づき、離島対策支援の事業を実施する区域の条件に該当する

旨の公示が、平成 17年 12月 7日になされました。 

また、廃棄二輪車に関しては、自動車リサイクル法のような個別法はなく、二輪車

の国内メーカー4 社とインポーター12 社が中心となった自主的な取組みである「二輪

車リサイクルシステム」が平成 16年 10月 1日より開始されています。 

表 2-3-2 自動車リサイクル法に係る登録及び許可業者一覧（地区別）（平成 27 年 3 月 31 日現在）      

資料：循環型社会推進課 

管轄 

業種 
佐賀中部 鳥栖 唐津 伊万里 杵藤 合計 

引 取 69 29 20 12 40 170 

フロン回収 40 8 8 8 12 76 

解 体 21 7 5 7 4 44 

破砕前処理 7 3 2 1 1 14 

破 砕 1     1 

のべ業者数 138 47 35 28 57 325 

(注) 引取、フロン回収、解体及び破砕前処理並びに破砕の登録・許可を同時にしているものもそ

れぞれの業種ごとに挙げている。 

 

⑥ 小型家電リサイクル法 

使用済みとなった携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機などの小型家電に含まれる

有用な貴金属やレアメタルが十分に回収されていない現状から、これらの再資源化を

促すために、消費者、小型家電の製造業者、関係事業者などの役割を決めた「使用済

小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）」が、平成

25年 4月から施行されています。 

小型家電リサイクルについては、その回収システムを構築した自治体から順次取組

を実施しています。現在のところ県内では、佐賀市や先行して取り組んでいた基山町、

鳥栖・三養基西部環境施設組合（鳥栖市、上峰町、みやき町）、脊振共同塵芥処理組合

（神埼市、吉野ヶ里町）が実施しています。 
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⑦ 佐賀県認定リサイクル製品認定制度 

(1)の⑤に掲載 

(3) 補助制度による誘導 

廃棄物の循環的利用の促進につながる優良なリサイクル産業を育成するため、平成 17

年度に産業廃棄物税を財源とする補助制度を創設しました。産業廃棄物の排出事業者や

処分業者等が排出抑制やリサイクルのために新たな設備を導入する際に支援を行ってい

ます。 

また、その成果を県内に波及させ、県全体の産業廃棄物の排出抑制を推進することと

しています。 

(4)  熱回収（サーマルリサイクル）等の促進 

再使用や再生利用ができないものは廃棄物として処分することになりますが、処分の

段階において、可能なものについては熱回収（サーマルリサイクル）を行うことが重要

であるとされています。そこで、より一層の熱回収（サーマルリサイクル）を促進する

ため、熱回収（サーマルリサイクル）の機能を有する廃棄物処理施設の設置促進を図り

ます。 

 

 2 地域循環圏の形成促進 

資源によっては、周辺各県における静脈産業の動向や地域経済の特性等を踏まえつつ、

北部九州あるいは九州・山口等を含めた広域的な連携を深めていく必要があります。 

 九州地方環境事務所等と協力し、地域に賦存する未利用循環資源（食品廃棄物、林地残

材、竹林、剪定枝等）について、その回収・リサイクル・優先使用等を行う地域循環シス

テム構築について、市町、CSO、事業者等と連携しながら検討していきます。 
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 第 2 節 環境関連・環境負荷の少ない産業の振興 
 

 1 農林水産業 

(1)  環境保全型・省資源型農水産業の取組拡大 

① 環境保全型農業・省資源型農業の推進 

環境保全型農業の取組拡大を推進するため、実

証展示ほの設置や技術研修会の実施などにより、

栽培技術の普及・定着に努めるとともに、環境保

全型農業の取組に必要な機械・施設の整備に対し

て支援しました。 

また、国の「環境保全型農業直接支援対策」の

活用により、化学肥料と化学合成農薬の５割以上

低減とセットで行うカバークロップ（れんげ等）

の作付けなど地球温暖化防止等に効果が高い取

組（平成 26年度取組面積 323ha）を促進しました。 

近年の重油価格の高騰を踏まえ、平成 26 年度

から県独自の「さが園芸農業者育成対策事業」に

より、施設園芸農家の脱石油・省石油型機械・装

置等整備に係る負担軽減を図るとともに、施設園

芸を対象に創設された国のセーフティネット事

業や省エネ設備のリース事業等の「燃油価格高騰緊急対策」を実施することにより、

燃油にできるだけ頼らない施設園芸への転換を図りました。平成 26年度の施設園芸に

おける脱石油・省石油型機械・装置の普及割合は 61％となっています。 

② 省資源型農業の実証に向けた検討 

農業試験研究センター及び果樹試験場において、太陽光や風力、太陽熱などの自然

エネルギーを活用した農産物生産に関する試験研究に取り組み、発電量や使用機器の

消費電力量の把握など、農業分野への利活用に向けた調査・検討が順調に進んでいま

す。 

③ 地域の有機物資源の活用促進 

稲わら・麦わらの有効活用を図るため、県や農業団体で構成する「佐賀県稲わら・

麦わら適正処理対策会議」において、新聞広告での麦わら利用の呼びかけ、共同乾燥

調製施設等への横断幕の掲示や研修会での啓発に取り組み、稲わら・麦わらの有効活

用に対する農業者の意識の高揚と有効活用法の普及などを行いました。その結果、平

成 26年産の麦わらの利用割合は 87％（25年産：86％）、稲わらの利用割合は 96％（25

年産：95％）となりました。 

耕種農家のニーズに即した良質堆肥の生産技術向上および耕畜連携を推進するため

表 2-3-3 環境保全型農業に新

たに取り組む農家数 資料：園芸課 

年度 戸数 

H23 340戸 

H24 512戸 

H25 277戸 

H26 255戸 

表 2-3-4 施設園芸における脱

石油・省石油型機械・装置の普及

割合 資料：園芸課 

年度 普及割合 

H23 46％ 

H24 56％ 

H25 60％ 

H26 61％ 
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に、「耕畜連携堆肥利用推進研修会」を開催しました。 

④ 生産資材廃棄物の適正処理の推進 

施設園芸等で使用された廃ビニールなどの農業生産資材廃棄物については、資源の

有効活用を図る観点から、分別収集の徹底など、適正処理を推進しました。分別され

た廃棄物は再生処理され、建築土木資材等への再利用も進んでいます。 

(2)  森林資源の循環利用の促進 

佐賀県内の森林は、戦後植林されたスギやヒノキの人工林が多く、人工林率は 67％と、

全国で最も高くなっています。また、森林の齢級構成は、伐採時期に達した 8 齢級以上

（36 年生以上）の森林が全体の約 8 割以上を占めており、森林資源は充実しつつあり、

その利活用が求められています。 

水源かん養機能や地球温暖化防止機能などの公益的機能を発揮し続けられるよう、森

林資源の循環利用を推進します。 

① 県産木材の生産拡大 

県産木材の生産拡大を図るため、森林作業道の整備や高性能林業機械の整備などを

推進しました。 

表 2-3-5 間伐材搬出量の推移 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

間伐材の搬出量 17,069 25,774 20,264 21,173 23,828 27,807 35,376 40,468 

② 県産木材の需要拡大 

県産木材の需要拡大を図るため、県産乾燥木材認証制度の定着化や県産乾燥木材の

共同生産に取り組むとともに、木造住宅への支援や公共建築物等の木造化を推進しま

した。また、平成 23 年 12 月に、公共建築物木材利用促進法（平成 22 年 10 月施行）

に基づき、低層の公共建築物を原則木造とすることなどを謳った「佐賀県公共建築物

木材利用促進方針」を策定したところです。さらには、県産木材を利用する気運を高

めるため、よかウッドフェスタの開催や県産木材を使用した住宅建築のＰＲ支援等を

行いました。 

 

 

佐賀県庁ＨＰ（しごとと産業（農林水産業（森林・林業）） 

https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1075/ns-ringyou.html 

よかウッドＨＰ 

http://www.yoka-wood.jp/ 

 

 

https://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1075/ns-ringyou.html
http://www.yoka-wood.jp/
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(3)  安全・安心な農水産物の生産・供給、地産地消の推進 

① 安全・安心な農水産物の生産・供給 

農薬の適正使用を推進するため、ＪＡの営農技術員、防除業者、直売所の代表者等

を対象に、研修会（6 回）を開催し、農薬及びその取り扱いに対する正しい知識の普

及・啓発に努めました。 

農薬の適正使用に対する指導の一環として、「いちご」や「みかん」など 20 種の農

産物の残留農薬分析を行った結果、出荷前の農産物から適用外農薬が 1 件検出された

ため、適正使用について指導を行いました（表 2-2-64 参照）。 

 安全・安心な県産畜産物を生産・供給していくため、動物用医薬品や飼料等の使用

状況について農場への立入検査や使用履歴の確認等を実施し、適正な使用を確認しま

した。 

 米については、米トレーサビリティ法に基づく米穀等の譲受け、譲渡等に係る情報

の記録や産地情報の伝達が適切に実施されるよう、国（九州農政局佐賀支局）と連携

して巡回調査を実施するとともに、事業者に産地情報の伝達のための資材を配布しま

した。 

すべての牛肉及び一部の鶏肉については、生産情報の追跡・遡及ができるトレーサ

ビリティ・システムが導入されています。 

 

② 地産地消の推進 

地元農産物の利用拡大や新鮮で安全安心な食材の提供が図られる地産地消について

は、生産者はもとより、消費者にとっても大きなメリットがあることから、「さが“食

と農”絆づくりプロジェクト」の柱の一つとして位置づけ、関係機関・団体と連携し

ながら、県産農産物を積極的に使っている飲食店等のＰＲや、農産物直売所の機能強

化を図る研修会等の開催、学校、病院・福祉施設等における県産農産物の利用促進な

どに取り組んでいます。 

平成 26年度は、消費者が県産農林水産物にふれる機会の拡大と地元食材の活用を図

るため、県産農林水産物を積極的に利用したランチ、一品料理を表彰・ＰＲする「“さ

が”地産地消コンテスト」を開催しました。 

また、給食における県産農産物の利用促進のために、 

 学校や保育所、病院、福祉施設などの給食関係者や納入業者、農産物直売所、市

町、ＪＡなどの関係者の話し合いの場づくりや産地見学会の開催 

 地域農業に詳しい「ふるさと先生」の学校への出前講座や農業体験の実施 

   などに取り組みました。 
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【事業所用太陽光発電商談会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  再生可能エネルギーの活用への取組 

県内の企業における再生可能エネルギーの活用はこれからの課題です。 

平成 26年度の再生可能エネルギーに関する取組は、第 2部第 1章第 2節に掲載してい

ます。 

(2)  ものづくり企業への環境ビジネス支援 

太陽光王国「佐賀」の実現に向け、県では太陽光発電の普及を関連分野における新た

なビジネスチャンスと捉え、設置工法等の周辺技術開発や人材育成、県内企業の新規参

入を支援してきました。 

 平成 26年度は、 

 県有施設及び県立学校の屋根貸しによ

る、県内施工業者に対する施工実績蓄積

の機会の創出（公募施設数：66 施設、

設置決定施設数：なし） 

 「太陽光発電セミナー＆フェア（相談・

商談会）」（平成 26年 9月、平成 26年

10月・2回）の開催による、太陽光発電

設備の設置検討者と販売・施工業者、金

融機関とのマッチングの場の提供 

 県工業技術センターと連携し、県内企業による「太陽光発電新工法研究会」を

立ち上げ、防水技術やコスト面から設置が遅れている鉄筋コンクリート造りの

平らな屋根（陸屋根）への容易、かつ、安価に施工できる工法の開発 

などに取り組みました。 

 

 

 

 2 第 2 次産業・第 3 次産業 

       

【地産地消コンテスト入賞作品】       【産地見学会】 
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(3)  職業訓練による環境産業人材の育成 

① 産業技術学院における職業訓練 

産業技術学院で実施する学卒者・離転職者

向けの職業訓練において、環境産業の新たな

技術に対応できる人材の育成を行っています。

「自動車工学科」では、平成 22年度にハイブ

リッド車や電気自動車を配備し、これらの次

世代自動車にも対応できる技術習得を行い、

「電気システム科」では、電気工事技術習得

に加え、太陽光発電設備の設置技術などの習

得も行っています。 

 また、企業在籍者を対象にした職業訓練においても、ハイブリッド・電気自動車の

整備技術講習を実施（平成 26 年度修了者 3 名、平成 27 年度修了者 2 名）するほか、

個々の企業のニーズに基づき実施する「オーダーメイド研修」において、環境関連産

業の人材育成を行っていきます。 

 

(4)  リサイクル等静脈産業の育成 

廃棄物の排出抑制、循環的利用の促進につながるリサイクル産業への支援として 

 リサイクル産業育成支援事業        第 1節 1（3）に掲載 

 サガンリサイクル認定製品普及啓発事業   第 1節 1（1）の⑤に掲載 

 産業廃棄物減量化・リサイクル推進研修会  第 1節 1（1）の④に掲載 

を行いました。 

  

【自動車工学科訓練の様子】 

佐賀県産業技術学院ＨＰ 

http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_63892/_63895/sangyougijutsugakuin.html 

http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_63892/_63895/sangyougijutsugakuin.html
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 第 3 節 安全・安心な廃棄物対策 
 

 1 廃棄物の現況 

(1)  一般廃棄物 

① 一般廃棄物（ごみ） 

i. ごみの排出量の推移 

平成25年度に県内の家庭及び事業所等から排出されたごみ総排出量は275千t（＝

収集量＋直接搬入量＋集団回収量）で、県民１人１日当たりのごみ排出量は 884ｇ

となっています。 

ごみ総排出量、1 人 1 日

当たりのごみ排出量は、平

成 19 年度以降は緩やかに

減少する傾向にありました

が、平成 22 年度以降やや増

加傾向になっています。 

なお、１人１日当たりのごみ

排出量については、本県は依

然として低い水準（平成 25

年度では全国第 5位）を維持

しています。 

 

 

 

 

 

 

ii. リサイクル率と最終処分率の推移 

平成 25 年度の総資源化量は、県全体で 51 千ｔ（リサイクル率：18.6％）となっ

ています。 

総資源化量の推移をみると、平成 21 年度に一旦減少しているものの、平成 22 年

度以降やや増加しています。また、リサイクル率では平成 21年度（17.0％）に減少

しましたが、平成 22年度（17.9％）以降増加しており、全国値と比べると低い状況

が続いていましたが、近年はその差がやや縮まってきています。 

 

一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」

は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って

生じた「家庭ごみ」に分類される。 

図 2-3-3ごみ総排出量と 1人 1日あたりのごみ排出量 

の推移       資料：循環型社会推進課 
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(注) 集団回収量： 

 

直接資源化量： 

 

リサイクル率： 

市町による用具の貸出、補助金の交付等で市町登録された住民団体によっ

て回収された量 

市町の資源化施設（粗大ごみ処理施設、堆肥化施設など）を経ずに、再生

業者等で資源化した量 

市町の計画処理区域内における処理対象ごみ量（収集量＋直接搬入量）と

集団回収量の合計に対する総資源化量の割合 

 

 

 

② 一般廃棄物（し尿） 

i. 水洗化等の推移 

平成 25年度の県内の水洗化人口は 632千人、水洗化率（総人口に対する水洗化人

口の割合）は 74.1％となっています。 

水洗化人口の内訳をみると、公共下水道人口が 403千人（水洗化人口の 63.8％）、
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図 2-3-4 総資源化量とリサイクル率の推移     資料：循環型社会推進課 

図 2-3-5 最終処分量と最終処分率の推移     資料：循環型社会推進課 
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浄化槽人口が 228 千人（同 36.1％）、コミュニティ・プラント（市町村が設置した

し尿処理施設で、し尿と生活雑排水を合わせて処理する施設）人口が１千人（同 0.1％）

となっています。 

水洗化率については、年々増加する傾向にありますが、全国（平成 25 年度実績：

93.5％）と比較すると、依然として低い水準にあります。 

図 2-3-6 水洗化人口等の推移             資料：循環型社会推進課 

 

ii. し尿等の処理・処分状況 

平成 25 年度のし尿及び浄化槽汚泥の排出量は 418 千 kl となっています。このう

ち市町等によって収集されたし尿及び浄化槽汚泥の合計（計画収集量）は 417千 kl

（排出量の 99.8％）で、自家処理は 1千 kl（同 0.2％）となっています。 

し尿処理フローでみると、排出量 418千 klの大部分（415千 kl：99.5％）が、し

尿処理施設で処理されており、この他ごみ堆肥化施設（2 千 kl：同 0.5％）で処理

されています。 

なお、海洋投入処分は平成 19年 2月以降全廃されています。 

 

表 2-3-6 し尿等の処理・処分量の推移  資料：循環型社会推進課   （単位：kl） 

  H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

し尿処理施設 483,312  471,614  456,848  448,052  435,809  425,801 415,321 

海洋投入処分 0  0  0  0  0  0 0 

自家処理量 1,731  1,530  1,500  1,044  982  956 915 

ごみ堆肥化施設 358  824  1,061  1,201  1,572  1,839 1,898 

農地還元等 0  81  2  2  2  0 0 

計 485,401  474,049  459,411  450,299  438,365  428,596 418,134 

320  342  346  361  375  391  403  

161  
177  184  187  186  192  195  75  
62  54  51  52  43  34  

312  283  278  260  243  231  221  
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単独処理浄化槽人口 

非水洗化人口 

（千人） 

859 856 853 868 865 

※ 合併処理浄化槽等人口には、コミュニティ・プラント人口を含む。 

862 857 
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(2)  産業廃棄物の現況 

ダイオキシン類など環境に対する意識が高まる中、事業活動に伴う産業廃棄物は、依

然として、大量に排出されており、また、その質も多様化しています。 

 しかしながら、産業廃棄物の減量化やリサイクルは、必ずしも十分に進んでおらず、

他方、産業廃棄物を適正に処理するための処理施設については、廃棄物処理に対する住

民の不安や不信感を背景として、その確保がますます困難になっています。 

① 発生・排出状況 

平成 25年度に県内で生じた不要物等の発生量は 3,185千ｔで、発生量から有償物量

（法令上は廃棄物に該当しないもの）を除いた排出量、いわゆる産業廃棄物量は 3,129

千 tと推計されます。 

排出量の推移をみると、平成 16年度に大規模工事（杵藤地域：ダム工事に伴う多量

の建設汚泥の排出）等の影響もあって増加しましたが、近年はやや減少傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-7 発生排出状況の推移 資料：循環型社会推進課 
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② 処理・処分状況 

平成 25 年度に県内で生じた

産業廃棄物量（排出量）は 3,129

千 tとなっています。 

排出量のうち、脱水や焼却等の

中間処理によって 1,461千 t（排

出量の 46.7％）が減量化されて

おり、1,595千ｔ（同 51.0％）が

肥料や建設材料等に再生利用さ

れ、72千ｔ（同 2.3％）が埋立処

分されています。 

 

③ 産業廃棄物処理業許可等の状況 

平成 27 年 3 月 31 日現在での産業廃棄物処理業許可件数及び業者数の推移、地区別

の産業廃棄物処理施設設置許可状況は、表 2-3-7及び表 2-3-8のとおりです。 

 また、平成 27 年 3 月 31 日現在での地区別の自動車リサイクル法に基づく、登録及

び許可業者の数は、表 2-3-9のとおりです。 

表 2-3-7 産業廃棄物処理業許可件数及び業者数の推移（各年度末現在）  資料：循環型社会推進課 

年  度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

収集運搬業新規許可 143  153  144  106  106  98  128  98  93  70 

〃  変更許可 24  24  16  24  27  24  21  18  15  18 

〃  更新許可 150  133  166  199  246  203  182  234  219  269 

処分業新規許可 8  3  6  7  5  8  3  4  4  3 

〃 変更許可 14  9  7  12  9  8  6  5  3  4 

〃 更新許可 24  10  24  33  51  22  6  29  27  44 

特管収集運搬業新規許可 28  19  19  18  9  6  13  8  7  6 

〃   変更許可 5  3  4  5  7    1  2  10 3 

〃   更新許可 12  17  11  57  24  28  22  20  55  30 

特管処分業新規許可 1  1    1             

〃  変更許可                    

〃  更新許可       3  1  1  1    2  2 

計 409  372  397  465  485  398  383  418 435  449 

業者数 1,363  1,433  1,517  1,536  1,551  1,563  1,611  1,649  1,665  1620 

  

図 2-3-8 産業廃棄物処理業者数の推移 
資料：循環型社会推進課 
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産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チックなど 20種類の廃棄物をいう。大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、廃棄物

処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必要がある。 
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表 2-3-8 産業廃棄物処理施設設置許可状況（平成 27年 3月 31日現在） 

 資料：循環型社会推進課 

令第 
7 条 

施設名 処理能力 
佐賀
中部 

鳥栖 唐津 
伊万
里 

杵藤 計 

1 汚泥の脱水施設 10ｍ３/日を超えるもの 15 2 6 2 2 27 

2 
汚泥の乾燥施設 10m３/日を超えるもの 2       1 3 

汚泥の天日乾燥施設 100m３/日を超えるもの             

3 汚泥の焼却施設 
5m３/日超又は、200㎏/H以上又
は、火格子面積 2 ㎡以上のもの 

2   1   1 4 

4 廃油の油水分離施設 10m３/日を超えるもの             

5 廃油の焼却施設 
１m３/日超又は、200 ㎏/H 以上
又は、火格子面積 2 ㎡以上のも
の 

2   1   1 4 

6 廃酸・廃アルカリの中和施設 50m３/日を超えるもの             

7 廃プラスチック類の破砕施設 5t/日を超えるもの 5 4   1 2 12 

8 廃プラスチック類の焼却施設 
100 ㎏/日超又は、火格子面
積 2 ㎡以上のもの 

3 
 

1   2 6 

8 の 2 
木くず又はがれき類の破砕
施設 

5t/日を超えるもの 48 35 15 12 25 135 

9 
有害汚泥のコンクリート固化
施設 

              

10 水銀汚泥のばい焼施設               

11 
汚泥・廃酸・廃アルカリのシア
ン分解施設 

  7 2       9 

11 の 2 
廃石綿又は石綿含有産業廃
棄物の溶融施設 

              

12 廃ＰＣＢ等の焼却施設               

12 の 2 廃ＰＣＢ等の分解施設               

13 
ＰＣＢ汚染物等の洗浄施設又
は分離施設 

              

13 の２ 
産業廃棄物（第 3 号、第 5 号、第
8 号及び第 12 号に掲げるものを
除く。）の焼却施設 

200 ㎏/H 以上又は、火格子
面積 2 ㎡以上のもの 

4 2 4 1 4 15 

14 最終処分場 

遮断型               

安定型   10 1 9 6 7 33 

管理型   3 1 3 1 1 9 

計 101 47 40 23 46 257 

(注) 法第 15 条第 1 項の許可対象となる施設であり、同一施設であって 2 種類以上に該当する場合
は、それぞれの施設数を 1としています。 
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表 2-3-9 自動車リサイクル法に係る登録及び許可業者一覧（地区別）（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

 資料：循環型社会推進課 

管轄 

業種 
佐賀中部 鳥栖 唐津 伊万里 杵藤 合計 

引取 69 29 20 12 40 170 

フロン回収 40 8 8 8 12 76 

解体 21 7 5 7 4 44 

破砕前処理 7 3 2 1 1 14 

破砕 1     1 

のべ業者数 138 47 35 28 57 325 

(注) 引取、フロン回収、解体及び破砕前処理並びに破砕の登録・許可を同時に

しているものもそれぞれの業種ごとに挙げています。 

 

 2 適正処理の推進 

  

(1)  適正処理の推進 

県では、廃棄物等の減量化・リサイクルの推進及び適正な処理を通じて、循環型社会

の実現を図るため、「佐賀県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物処理に関する施策を総合

的かつ計画的に推進しています。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正やその他法制度の改正の動向及び廃棄物の

実態調査等を踏まえ、平成 23 年 12 月に『佐賀県廃棄物処理計画～３Ｒの更なる推進を

目指して～』を策定しました。 

 計画期間： 平成 23年度～平成 27年度 

 施策展開の柱： ３Ｒの推進 

適正処理の推進 

循環型社会形成のための基盤整備 

  

廃棄物処理計画については、県のホームページに掲載しています。 

 

 

 

３Ｒ(スリー・アール) 

廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル） 

新しい「佐賀県廃棄物処理計画書」を策定しました ～3Rの更なる推進を目指して～

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1262/_72417/_72420/_59251.html  

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1262/_72417/_72420/_59251.html


- 133 - 

① 一般廃棄物の対策 

i. 佐賀県一般廃棄物対策連絡会議 

県では、市町及び一部事務組合と「佐賀県一般廃棄物対策連絡会議」を開催し廃

棄物処理に関する技術的支援を行っています。 

また、ごみ処理の現状及びごみ処理施設の新技術等について知識向上を図り、ご

み処理広域化の検討の参考にするため、市町・一部事務組合を対象とした「ごみ処

理施設新技術研修会」を開催しています。 

ii. 一般廃棄物処理施設の整備 

焼却施設から排出されるダイオキシン類の排出削減対策を基本として、環境負荷

の低減を図り、併せて、ごみの排出抑制・資源化、さらには、事業費の縮減を図る

ことを基本方針とした｢佐賀県ごみ処理広域化計画｣を策定し、この計画に基づき、

平成 31年度までに、県内を 4ブロック化して、ごみの広域処理を推進することとし

ています。 

これに基づき、平成 28年 1月から佐賀県西部広域環境組合の新ごみ処理施設が稼

働を開始します。また、平成 26 年 10 月に天山地区共同環境組合で地域計画を作成

し、平成 32年に施設稼働を予定しています。 

iii. 一般廃棄物処理施設整備に対する支援 

国の循環型社会形成推進交付金等制度を活用し、関係市町・一部事務組合が作成

した各々の地域計画に基づき、佐賀県西部広域環境組合、唐津市、天山地区共同環

境組合が行う廃棄物施設整備に係る補助金申請事務等の助言・指導を行っています。 

iv. 不法投棄防止対策支援事業 

不法投棄や不適正処理の防止を図るため、市町、CSO 及び廃棄物処理事業者など

が協力し連携して不法投棄防止対策に取り組む事業を支援しています。 

【平成 26年度実績 3件（鳥栖市、伊万里市、小城市） 5,407 千円】 

② 産業廃棄物の対策 

i. 排出事業者等への監視・指導 

排出事業者及び処理業者に対し、産業廃棄物の排出抑制、適正な循環的利用及び

適正処理の推進について、支援・指導を行っています。 

  特に 26年度は、以下の事項について、適正処理に係る指導を実施しました。 

 多量排出事業者に対する処理計画の策定指導及び公表 

 不法投棄監視カメラの配備及び運用（5基設置及び運用） 

 スカイパトロールによる上空からの監視事業の実施（年 3回実施） 

 閉庁日におけるパトロールの実施 

 市町等との合同による定期的な産廃パトロールの実施 

 機動監視員による適正処理の推進及び監視指導 
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 焼却施設におけるダイオキシン類測定状況の把握及び指導 

 最終処分場に対する総点検の実施 

 不法投棄監視カメラの配備及び運用（5基設置及び運用） 

 PCB廃棄物特別措置法に基づく届出等の指導 

ii. 公共関与による産業廃棄物処理 

本県の優れた自然環境や県民の生活環境を保全し、かつ、産業活動の健全な発展

を目指した公共関与によるモデル的な廃棄物処理施設「クリーンパークさが」が、

平成 21年 4月から本格稼働しています。この施設は、安全で信頼性の高い高度な処

理技術や公害防止技術を備えており、環境への負荷を低減しながら安全かつ効率的

に廃棄物を処理しています。 

iii. 電子マニフェスト制度の推進 

〇電子マニフェスト等適正管理促進事業 

排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対し、適正な委託契約の締結を指導すると

ともに、マニフェスト制度の周知を行っています。 

また、マニフェスト事務手続きの簡素化や処理状況の即時把握等が可能なマニフ

ェストの普及促進を図るため、一般社団法人佐賀県産業廃棄物協会が行う電子マニ

フェスト普及促進等適正管理に関する事業に対し支援を行っています。 

【平成 26年度実績 1件 2,855千円】 

iv. 中間処理業者・最終処分業者への支援 

〇産業廃棄物処理適正管理推進事業 

中間処理業者・最終処分業者が行う計量設備（トラックスケール）の導入経費に

対し支援を行っています。 

v. 排出事業者等に対する支援 

〇リサイクル施設等整備促進事業 

 産業廃棄物排出事業者が行う、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルを推進する施

設の整備について、支援を行っています。 

【平成 26年度実績 4件 62,675千円】 

〇リサイクル産業育成支援事業 

 産業廃棄物処理事業者が行う、産業廃棄物を原料としたリサイクル製品の製造や

資源化施設等の整備について、支援を行っています。 

【平成 26年度実績 4件 34,142千円】 

vi. 排出事業者・産業廃棄物処分業者への支援 

〇産業廃棄物排出抑制等コーディネーター派遣事業 

 県内の事業者が行なう、産業廃棄物の減量化・リサイクルの促進への自発的、主

体的な取り組みに対し、専門的な知見により技術的な助言を行なうコーディネータ
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【海岸漂着物の状況（佐賀市東与賀海岸）】 

 
【松浦沿岸に漂着した医療系廃棄物】 

ーを派遣しています。 

【平成 26年度実績 2件 373千円】 

vii. 産業廃棄物処理施設周辺の環境整備 

〇産業廃棄物処分場周辺管理等事業 

産業廃棄物処分場周辺住民との信頼関係を構築するため。当該処分場の設置者が

行う当該処分場周辺の環境保全事業に対し、支援を行っています。 

【平成 26年度実績 6件 10,018千円】 

 

(2)  非常時等の廃棄物対策 

① 災害時（震災、水害）の廃棄物処理 

災害発生時のおける廃棄物を適正に処理するため、環境省が策定した「災害廃棄物

対策指針」に基づき、市町に対して、実効性のある「災害廃棄物処理計画」の策定を

支援・指導しています。 

② 海岸漂着物対策及び海岸に漂着する危険物等への対処 

【佐賀県海岸漂着物対策推進協議会】 

近年、海岸において、河川等から流出した

流木や葦、プラスチック等のごみの大量漂着

や、海外からと思われる医療系廃棄物の漂着、

あるいはごみの不法投棄が発生しており、こ

れらは、生活環境や自然環境に悪影響を及ぼ

しています。 

このため、県では平成 22 年度に「佐賀県

海岸漂着物対策推進協議会」を設置し、海岸

域のごみ対策に係る諸問題への対応を協議

し、各関係機関の連携のもと各種政策の推進

等による海岸漂着ごみの発生抑制や円滑な

処理を図ることとしています。 

また、県及び市町は、災害などによる大量

の海岸漂着物の発生や危険物が漂着した場

合は速やかに情報収集に努めるとともに、危

険物等については地域住民への周知並びに

適正処理を実施することとしています。 
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③ その他、非常時等の廃棄物処理 

  新型インフルエンザ等大規模な感染症が発生、流行した場合には、多くの人が発症・

重症化し、通常の廃棄物処理が滞ることが予想されます。そのため、非常時等の廃棄

物処理については、生活環境の保全と公衆衛生の向上の観点から、市町の「新型イン

フルエンザ等対策行動計画」及び「事業継続計画」の中で規定するよう促し、県民生

活及び経済活動への影響が最小限となるよう努めています。 

 


